
徳島市建設工事請負業者格付基準 

 

 （趣旨） 

第１条 この基準は、建設工事の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査

要綱（昭和 61 年告示第 121 号。以下「審査要綱」という。）及び 徳島市建設工事請負業者

選定要綱（平成７年告示第 86 号。以下「選定要綱」という。）に基づき、徳島市が発注する

建設工事の競争入札及び随意契約について、請負業者（以下「業者」という。）等を公正かつ

適切に格付けするために必要な事項を定めるものとする。 

 （最終数値の算定） 

第２条 選定要綱第３条第１項に規定する最終数値の算定方法は下記表に掲げる値により、次

の計算式で算定する。 

 最終数値（小数第１位を四捨五入）＝ 

   総合評定値通知書の建設工事の種類ごとの総合評定値（Ｐ）  

           ×（１＋ａ＋ｂ）＋ｃ－ｄ＋ｅ＋ｆ＋ｇ＋ｈ 

値 算定方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ 

 審査基準日（審査要綱第５条第２項に定める日（審査要綱第５条第３項の規定に

よる格付けを行う場合は、同項に定める日）をいう。以下同じ。）の属する年度の

前々年度以前５箇年間における工事種別ごとの工事成績。なお、特定建設工事共同

企業体による施工の工事成績は、共同企業体の代表者のみ算定対象とする。 

ａ（小数点第３位以下切り捨て） 

＝各年度ごとの工事成績加算率（ｘ）の合計額÷５年  

ただし、算定期間内に加算の対象となる工事の請負がない年度がある場合につ

いては、５年より算定期間内に加算の対象となる工事の請負がない年数を差し引

いた年数で除する。なお、建築一式工事については、求めたａを２で除する。                                  

各年度ごとの工事成績加算率（ｘ）（小数点第３位以下切り捨て） 

（Ａ－６５）×Ｄ＋（Ｂ－６５）×２Ｅ＋（Ｃ－６５）×３Ｆ 

＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋１）×１００ 

Ａ＝契約金額が３００万円以上２５００万円未満の工事に係る工事成績の平均点

（小数点第１位以下切り捨て） 

Ｂ＝契約金額が２５００万円以上１億円未満の工事に係る工事成績の平均点（小数

点第１位以下切り捨て） 

Ｃ＝契約金額が１億円以上の工事に係る工事成績の平均点（小数点第１位以下切り

捨て） 

Ｄ＝契約金額が３００万円以上２５００万円未満の工事件数 

Ｅ＝契約金額が２５００万円以上１億円未満の工事件数 

Ｆ＝契約金額が１億円以上の工事件数 



 

ｂ 

 審査基準日の属する年度の前年度に徳島市優良工事施行業者表彰要綱（昭和６２

年６月１日制定）よる優良工事表彰 

 ｂ＝０．０５（ただし、表彰の対象となった建設工事の種類に限る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 

 経営審査基準日における技術者の雇用状況 

建設工事の種類ごとに記載されている技術者職員数について 

  １級技術者かつ監理技術者講習を修了した者１名につき   ７点 

  １級技術者１名につき                  ６点 

  主任技術者となる資格を有する１級技士補１名につき    ５点 

  基幹技能者講習を修了した者１名につき        ３．５点 

  ２級技術者１名につき                ２．５点 

  その他技術者１名につき               １．５点 

ｃ（小数点以下切り捨て） 

  ＝７×Ａ＋６×Ｂ＋５×Ｃ＋３．５×Ｄ＋２．５×Ｅ＋１．５×Ｆ 

  Ａ＝１級技術者かつ監理技術者講習を修了した者の数 

  Ｂ＝１級技術者数 

  Ｃ＝主任技術者となる資格を有する１級技士補の数 

Ｄ＝基幹技能者講習を修了した者の数 

  Ｅ＝２級技術者数 

  Ｆ＝その他技術者数 

 

 

ｄ 

 指名停止又は指名排除の状況 

ｄ＝１０×Ｎ 

Ｎ＝申請日の前年１月１日から１２月３１日までの間に指名停止又は指名排除

措置を受けた月数（指名停止の期間の始期の属する月は１月として扱い、終

期の属する月がその日を持って満了しない場合は、この月を切り捨てる。） 

 

 

ｅ 

 経営審査基準日における建設業従事職員数 

 ｅ＝建設業従事職員数×１．５ 

（小数点以下切り捨て。ただし、１５０点を上限とし、建設業従事職員数が５人

に満たない場合は、ｅ＝０とする。）       

 

 

 

ｆ 

 工事成績による加減点 

 審査基準日の前々年度１年分の工事成績について、１件ごとに次の式により加減

点を行う。この場合の加減点は、評価対象の工事種別に対して行う。 

 ８０点を超える工事  （得点－８０）×２点を加点 

 ６５点を下回る工事  （６５－得点）×２点を減点 



 

 

 

ｇ 

 アドプト事業の参加状況 

 申請日の前年１年間に土木施設に関するアドプト事業に参加している場合、加算

を行う。 

 徳島市のアドプト事業に参加している ５点 

 徳島県のアドプト事業に参加している ２点 

 国のアドプト事業に参加している   ２点 

 

 

 

ｈ 

 防災協定の締結状況 

 申請日において、国、地方公共団体または特殊法人等（公共工事の入札及び契約

の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）第２条第１項に規定す

る特殊法人等をいう。）との間で災害時における防災活動について定めた協定を締

結している場合、加算を行う。 

 ｈ＝１０点 

 （技術者による格付けの特例） 

第３条 土木一式工事及び建築一式工事については、選定要綱第３条第１項及び選定要綱別表

第１並びに前条の規定により格付けられた等級にかかわらず、総合評定値通知書に記載され

ている技術者職員数により、次表に記載された条件に満たない者の等級は、技術者条件を満

たす等級まで降級するものとする。 

工種 等級 技術者条件 

土木一式工事 特Ａ 技術職員が１２名以上（ただし、１級の技術者が６名以上必要） 

Ａ 技術職員が６名以上（ただし、１級の技術者が３名以上必要） 

Ｂ 技術職員が３名以上（ただし、１級の技術者が１名以上必要） 

Ｃ 技術職員が２名以上 

建築一式工事 特Ａ 技術職員が８名以上（ただし、１級の技術者が３名以上必要）                    

Ａ 技術職員が５名以上（ただし、１級の技術者が２名以上必要） 

Ｂ 技術職員が３名以上（ただし、１級の技術者が１名以上必要） 

 （完成工事高による格付けの特例）                    

第４条 総合評定値通知書に記載されている各建設工事の種類ごとの完成工事高の年平均額

（以下「完成工事高」という。）が、選定要綱別表第１で建設工事の種類の等級ごとに定めら

れている完成工事高条件に満たない者は、選定要綱第３条第１項及び選定要綱別表第１並び

に前条の規定により格付けられた等級にかかわらず、完成工事高が完成工事高条件以上とな

る等級まで降格するものとする。 

ただし、しゅんせつ工事については、完成工事高条件を設けないものとする。 

第５条 審査要綱第６条の２第１項の規定による格付けの変更を行う場合は、第２条から第４

条までの規定を準用する。この場合において、第２条の表中「審査基準日」とあるのは「審査

要綱第６条の２第１項に定める日」と、同条の表ｇの項及びｈの項中「申請日」とあるのは「申



請日または審査要綱第６条の２第２項に定める書類の提出日」と、同条の表ｄの項中「申請日」

とあるのは「審査要綱第６条の２第１項に定める日」と読み替えるものとする。 

 （規定外の事項） 

第６条 この基準に定めのない事項又はこの基準の規定により難い事項については、必要に応

じて市長が別に定める。 

  附  則 

 この基準は、平成１３年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成１４年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成１５年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成１６年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成１７年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成１９年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成２１年６月１日から施行する。 

 附  則 

 この基準は、平成２２年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成２３年６月１日から施行する。 

  附  則 

 この基準は、平成２４年６月１日から施行する。 

 附  則 

１ この基準は、平成２５年６月１日から施行する。 

２ 第１項の施行日以後の徳島市建設工事請負業者格付基準（以下「改正後の基準」という。）

の適用については、平成２５年６月２日から平成２６年４月１日までの間において行われる改

正後の基準による格付けに限り、改正後の基準第２条の表ａの項中「同項に定める日」とある

のは「同項に定める日（その日が４月１日の場合は、その前日）」と、同条の表ｄの項中「申請

日の前年」とあるのは「平成２４年」と、同条の表ｇの項中「申請日の前年」とあるのは「平

成２４年の」とする。 

  附  則 

この基準は、平成２８年１２月２６日から施行する。 

  附  則 

この基準は、平成３１年６月１日から施行する。 

 



附  則 

この基準は、令和４年６月１日から施行する。 

附  則 

この基準は、令和７年６月１日から施行する。 

 


